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厚生労働省・山形労働局 

 労働保険の年度更新事務にご理解とご協力をいただき、誠にあり

がとうございます。 

 事業主の皆様には、労働保険の年度更新手続きとして「労働保

険料算定基礎賃金等の報告」又は「一括有期事業報告書」、「一括

有期事業総括表」を作成していただくことになりますが、これら

書類の作成に当たっては、労働保険料の算定基礎となる賃金総額

を正確に把握していただくことが大切です。 

 このパンフレットを必ずお読みいただき、ご不明な点がござい

ましたらお気軽に労働保険事務組合にお問い合わせください。 
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 労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われている者をい

います。なお、具体的な取り扱いについては、次の事項をご参照ください。 

 

● 労働保険対象者の範囲 

雇用される労働者は、常用、パート、アルバイ

ト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、 

➀1週間の所定労働時間が２０時間以上であり、 

②３１日以上の雇用見込みがある場合 

には原則として被保険者となります。 

 ただし、次に掲げる労働者等は除かれます。 

◯季節的に雇用される者であって、次のいずれ

かに該当するもの 

・４か月以内の期間を定めて雇用される者 

・１週間の所定労働時間が３０時間未満である者 

◯昼間学生 

 

 

◯合名会社、合資会社、合同会社の社員は株式

会社の取締役と同様に取り扱い、原則として

被保険者となりません。 

◯有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同

様に取り扱います。 

◯農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らか

でない限り被保険者とはなりません。 

◯その他法人、又は法人格のない社団もしくは

財団の役員は、雇用関係が明らかでない限り

被保険者とはなりません。 

※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部

分は含まれず、労働者としての「賃金」部分

のみです。 

また、雇用保険被保険者が離職した場合は、

「雇用保険被保険者資格喪失届」と失業給付額

等の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要

です。労働者から役員へ変わった場合は、公共

職業安定所へ別途ご確認ください。 
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 日々雇用される者又は 30日以内の期間を定め

て雇用される者のうち、日雇労働で生計を立て

ている者は日雇労働被保険者となります（臨時･

内職的な場合該当しません）。 

 

※雇用保険マルチジョブホルダー制度 

 令和 4 年１月 1 日以降、複数の事業所に雇用される 65 歳以上の労働者であって、そのうち 2 つの事業

所（１つの事業所における 1 週間の所定労働時間が 5 時間以上 20 時間未満であるものに限る。）の労働

時間を合計して 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ、2 つの事業所のそれぞれの雇用見込

みが 31 日以上である場合、労働者本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例

的に雇用保険の被保険者となることができます。 
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 賃金とは、賃金、給与、各種手当、通勤手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対償とし

て事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には、労働協約、就業規則、労働契約

などにより、その支払いが事業主に義務付けられているものです。 

  労働保険において賃金総額を集計する際には、税金その他社会保険料等を控除する前の支

払総額を計上してください。 

  現物支給については、原則として所定の現金給与の代わりに支給するもの、つまり、その支給

によって現金給与が減額されるものや労働協約において支給が拘束されているものは賃金となり

ます。ただし、このような現物給与でも、代金を徴収するものや福利厚生とみなされるものは原則と

して賃金とはなりません。（例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により従業員に支払った休業手当

は賃金に含まれます。） 

 

● 賃金とは 

賃 金 と し な い も の 

 

 

 

 

 

 

住宅貸与されない者全員に対し(住

宅)均衡手当を支給している場合は、

賃金となる場合がある 

課税分、非課税分を問わない

ud]^2DQ/|r{u 



● 労災保険率表（令和６年４月１日改定）
事業の種類の分類 番号 事業の種類 労災保険率
林業 02又は03 林業 52/1,000

11 海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。） 18/1,000
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 37/1,000

21
金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は
石炭鉱業

88/1,000

23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13/1,000
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5/1,000
25 採石業 37/1,000
26 その他の鉱業 26/1,000
31 水力発電施設、ずい道等新設事業 34/1,000
32 道路新設事業 11/1,000
33 舗装工事業 9/1,000
34 鉄道又は軌道新設事業 9/1,000
35 建築事業（既設建築物設備工事業を除く。） 9.5/1,000
38 既設建築物設備工事業 12/1,000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6/1,000
37 その他の建設事業 15/1,000
41 食料品製造業（たばこ等製造業を除く。） 5.5/1,000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4/1,000
44 木材又は木製品製造業 13/1,000
45 パルプ又は紙製造業 7/1,000
46 印刷又は製本業 3.5/1,000
47 化学工業 4.5/1,000
48 ガラス又はセメント製造業 6/1,000
66 コンクリート製造業 13/1,000
62 陶磁器製品製造業 17/1,000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 23/1,000
50 金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） 6.5/1,000
51 非鉄金属精錬業 7/1,000
52 金属材料品製造業（鋳物業を除く。） 5/1,000
53 鋳物業 16/1,000

54
金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般金
物製造業及びめっき業を除く。）

9/1,000

63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めっき業を除く。） 6.5/1,000
55 めっき業 6.5/1,000

56
機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業，船
舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。）

5/1,000

57 電気機械器具製造業 3/1,000
58 輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。） 4/1,000
59 船舶製造又は修理業 23/1,000
60 計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。） 2.5/1,000
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5/1,000
61 その他の製造業 6/1,000
71 交通運輸事業 4/1,000
72 貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。） 8.5/1,000
73 港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。） 9/1,000
74 港湾荷役業 12/1,000

電気、ガス、水道
又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3/1,000

95 農業又は海面漁業以外の漁業 13/1,000
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13/1,000
93 ビルメンテナンス業 6/1,000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5/1,000
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5/1,000
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3/1,000
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5/1,000
94 その他の各種事業 3/1,000

90 船舶所有者の事業 42/1,000
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漁業

鉱業

建設事業

製造業

運輸業

その他の事業



 

令和７年度の雇用保険料率は下表となります。 

 

  ①        

労働者負担      

（失業等給付・育

児休業給付の保

険料率のみ） 

②          

事業主負担 

    

①＋②        

雇用保険料率 
失業等給付・育

児休業給付の 

保険料率 

雇用保険二事業

の保険料率 

一般の事業 5.5/1000 9/1000 5.5/1000 3.5/1000 14.5/1000 

農林水産 

清酒製造の  

事業 

6.5/1000 10/1000 6.5/1000 3.5/1000 16.5/1000 

建設の事業 6.5/1000 11/1000 6.5/1000 4.5/1000 17.5/1000 

 

 

 ○平成２９年１月１日以降に新たに適用となった６５歳以上の方（高年齢被保険者）が 

  免除となります。ただし、令和元年度（確定分）まで。 

● 一般拠出金の申告・納付について 
  

 「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿（アスベス

ト）健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。 

 アスベストは、すべての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使

用されてきました。そのため、健康被害者の救済に当たっては、アスベストの製造販売等

を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金をご

負担いただくこととなっております。 

◎ 特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。 

◎ 「一般拠出金」は、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付していただきます。 

◎ 「一般拠出金」には概算納付のしくみはなく、確定納付のみの手続となります。 

◎ 延納（分割納付）はできません。 

◎ 一般拠出金率は業種を問わず、一律 1,000 分の 0.02 となります。労災保険のメリット対象

事業場についても、一般拠出金率にはメリット料率の適用（割増、割引）はございません。 

 

 

 

● 雇用保険の保険料率について 
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事業の

種類 

負担者 
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● 労災保険の特別加入制度について 
 

１． 新たに特別加入を希望する場合、加入内容（特別加入者の氏名、身分、業務内容、給付基

礎日額など）を変更する場合、脱退を希望する場合には、加入・変更・脱退に係る手続きが別

途必要となりますので、あらかじめ労働保険事務組合の担当者にご相談ください。 

特に、年度末（３月３１日）をもって特別加入の脱退を希望する場合には、３月中に脱退に係

る事務手続きを完了させておく必要がありますので、早急に労働保険事務組合の担当者まで

ご連絡ください。 なお、中小事業主等特別加入は、病気や高齢による就業引退などを除いて、

任意に特定個人のみの脱退はできません。任意脱退の場合は、事業場の特別加入者全員

の脱退となります。 

２． 特別加入制度は、原則として事業主本人のほか家族従事者、役員などで業務に従事してい

る方全員が包括加入しなければなりません。なお、業務内容によっては加入時に健康診断の

受診が必要となる場合があります。 

また、同一事業主が２以上の事業に対して保険関係を成立させている場合には、それぞれの

事業ごとに特別加入することとなります。 

３． 中小事業主等による特別加入は、その使用する労働者について成立している保険関係を前

提として認められているものですので、労働者の退職等により常時使用労働者数が０人となっ

た場合には、特別加入を継続することはできません。 

４． 特別加入制度は、労働者の業務に準じた業務に対してのみ補償の対象となりますので、就業

中の災害でも労働者の所定労働時間外に特別加入者のみで就業していた場合や事業主の立

場において行っていた業務などは、補償の対象にはなりません。 

特別加入保険料算定基礎額表 

給付基礎日額 保険料算定基礎額 特例による 1/12の額 

25,000 円 9,125,000 円 760,417 円 

24,000 円 8,760,000 円 730,000 円 

22,000 円 8,030,000 円 669,167 円 

20,000 円 7,300,000 円 608,334 円 

18,000 円 6,570,000 円 547,500 円 

16,000 円 5,840,000 円 486,667 円 

14,000 円 5,110,000 円 425,834 円 

12,000 円 4,380,000 円 365,000 円 

10,000 円 3,650,000 円 304,167 円 

9,000 円 3,285,000 円 273,750 円 

8,000 円 2,920,000 円 243,334 円 

7,000 円 2,555,000 円 212,917 円 

6,000 円 2,190,000 円 182,500 円 

5,000 円 1,825,000 円 152,084 円 

4,000 円 1,460,000 円 121,667 円 

3,500 円 1,277,500 円 106,459 円 

 



☞ポイント１ ☞ポイント２ ☞ポイント３ ☞ポイント４ ☞ポイント５

☞ポイント６

組機様式第5号

頁 ▲

3.事業の概要 4.特掲事業 5.新年度賃金見込額

① 前年度と同額

1 該当する 2 前年度と変わる

② 該当しない 労
千円

雇
千円

▲

6.延納の申請 3 委託解除年月日

事務組合名　　☆☆☆労働保険事務組合 1 一括納付 年 月 日

② 分納（3回） 4 委託解除拠出金納付済

人 円 人 円 人 円 人 円 人 円 人 円 人 円

月

月

月
A 円 B 円

D 千円 E 千円

a 人 b 千円 c 人 d 千円 ◎

千円 千円

◎
円 円 円

00 00 00

円 円 円

00 00 00

円 円 円

00 00 00

円 円 円

00 00 00

上記のとおり報告します。 7.予備欄
円 円 円

事業主氏名
年 月 日 円 円 円

円 円 円

4 980,500 4

03

981,100

 ●　労働保険料算定基礎賃金等の報告の書き方

年度途中で加入・脱
退した方、新年度か
ら新規加入される方
についても記入が必
要です。

◎

脱退した場合には、
「０００」とご記入
ください。※変更届
を忘れずに提出！

特別加入者について
引き続き加入を希望
する場合には、希望
する基礎日額をご記
入ください。

事業内容（製品名・製
造工程等）は、具体的
にご記入ください。

原則、「１」を選択
してください。

賃金総額の見込額が前
年度の２倍以上、また
は半分以下となる場合
には、「２」に○を付
して見込額を千円単位
で記入してください。

事務組合への委託を
やめた場合には、
「３」に○を付して
委託解除年月日をご
記入ください。

980,350 4
4 981,100

雇用保険の対象とならない臨
時労働者（パートタイマー、
アルバイト等）の賃金は、こ
ちらにご記入ください。

農林・水産、清酒製造及び建設業の方は、
「１」を○で囲んで下さい。
その他の業種の方は、「２」を○で囲んで
ください。

4 0

労働保険料算定基礎賃金等の報告

枝番 料変

9802 2

0 01

山形市○○町１－２－３ 06 3 01 931230 001

事業場ＴＥＬ： 023-456-7890 （TEL:  023 - 123 - 4567 ）

人員 支　払　賃　金 人員 支　払　賃　金

980,350

0

4 980,500

　住所 〒 990-1234
労働保険番号

府県所掌 管轄 基幹番号

　事業場名 株式会社　徴収ラーメン
雇用保険事業所番号

　事業主名

(5)　 被　保　険　者

4 981,100 45月

0601 - 123456 - 7

人員 支　払　賃　金 人員 支　払　賃　金

紅花　労一郎 殿

(6)　 役員で労働者扱いの者 (7)　 　　　　合　　　計

(業務執行権を有する者の指示を
受け労働に従事し、賃金を得て
いる者等)

(パートタイマー、アルバイト等) ( （１）+（２）+（３） )

(日雇労働被保険者に支払った賃金を含
む
 なお、パートタイマー、アルバイト等
 雇用保険の被保険者とならない者を除く)

(給与支払等の面からみて
 労働者的性格の強い者) ( （5）+（6） )

4月 4 980,350 4

人員

980,350 4

支　払　賃　金 人員 支　払　賃　金 人員 支　払　賃　金

　　　　　項目

　　月別

1.　労 災 保 険 及  び 一 般 拠 出 金 対 象 労 働 者 数 及 び 賃 金 1.　雇　用　保　険　対　象　被　保　険　者　数　及　び　賃　金
(1)　 常　用　労　働　者 (2)　 役員で労働者扱いの者 (3)　 臨時労働者 (4)　           合　　　計

4 981,100

7月 5 1,100,300
6月 4 980,500

5 1,100,3001 68,500 6 1,168,800 5 1,100,300
980,500

5 1,100,600
9月 5 1,103,200

72,300 6 1,172,900 5 1,100,6008月 5 1,100,600 1
5 1,103,2005 1,103,200 5 1,103,200
5 1,100,3501,100,350

11月 5 1,100,200
5 1,100,350 510月 5 1,100,350

5 1,100,2005 1,100,200 5 1,100,200
5 1,100,400

1月 5 1,102,100
5 1,100,400 5 1,100,40012月 5 1,100,400

5 1,102,1001 30,000 6 1,132,100 5 1,102,100
5 1,100,2601,100,260

3月 5 1,100,450
36,000 6 1,136,260 52月 5 1,100,260 1

5 1,100,4505 1,100,450 5 1,100,450
900,000900,000 900,000

賞与等 12 1,300,000
賞与等 7 900,000

1,300,0001,300,000 1,300,000

15,049,810

賞与等

8

※業種変更年月
業種変更前

（業種変更が無い時） 15,256

15,049,810
5 15,256 4 15,049206,800

1ヵ月平均使用

労働者数　　人 15,256,610 15,049,810
1ヵ月平均使用

労働者数　　人
合計

12.希望する
基礎日額 No 9.特別加入者の氏名

10.承認された
基礎日額

業種変更後

11.適用月数

年 月

申告済概算保険料

5 4
年 月 15,049

01 紅花　労一郎 5000
円

12 12 02 紅花　紅子

12.希望する
基礎日額確定 概算 確定 概算 確定 概算

12.希望する
基礎日額 No 9.特別加入者の氏名

10.承認された
基礎日額

11.適用月数
No 9.特別加入者の氏名

10.承認された
基礎日額

11.適用月数

250,000
円

円

月山　出羽夫 4000
円

6 123500
円

12 00 0
円円

作成者氏名

円円円

予備欄２

円 円

☞ポイント7

　労働保険の年度は４月１日から３月３１日までとなりますが、どの年度に属するかは「賃金の支払日」ではなく、「賃金締切日」がどの年度に属するかによって決まります。したがって、
令和７年３月中に賃金締切日があるものは、４月１日以降に支払われる場合でも令和６年度の賃金として取り扱うこととなります。

2期
令和 7 4

1期

紅 花　紅 子
予備欄１

保険料の分割納付（３回）を希望するときは
「２」に○を、希望しないときは「１」に○を付
してください。
※委託解除の場合は「１」を選択してください。

7

■　労働保険の年度区分

賃金総額は、税金その
他社会保険料等を控除
する前の支払総額を計
上してください。

飲食店

3期

30 紅 花　労 一 郎

予備欄３

円

総コン用



☞ポイント１ ☞ポイント２ ☞ポイント３ ☞ポイント４

組様式第4号

①
所

掌 TEL ☞ポイント５
〒（　９９０　－　１２３４　）

②

⑥　作成者氏名 9 8 0 2

人 円 人 円 人 円 人 円 人 円 人 円 人 円

☞ポイント６

ⓐ 円 ⓒ 円

ⓑ 人 ⓓ ◎

ⓖ（ⓓ）

円 円 円 円 ㋑

円 円 円 円 ㋺ 人

（ ）
円 円 円 円 ㋩ 円

（ ）
円 円 円 円 ㋥ 円

（ ）

ⓗ 千円 ⓘ＋ⓙ 千円 ⓘ 千円 ㋭ ⓙ（㋩＋㋥） 千円  ⓚ（㋩＋㋥）千円

 ● 労働保険料算定基礎賃金等の報告の書き方

賃金総額は、税金その他社会保険
料等を控除する前の支払総額を計
上してください。

紅花 紅子

4,000 1,460,000

飲食店山形市○○町１－２－３

紅花 労一郎

023-456-7890（株）　徴収ラーメン

4

⑭　　　　令和７年度　　　賃金総額の見込額

雇　用　保　険

⑫ 令 和 6 年 度 確 定

 承認された給付基礎日額 保険料算定基礎額

5,000

賞与等  6年12月

15,049
千円千円

19,088
ⓑ＋ⓗ

15,049,810 15,256

1,825,000

特別加入者

氏　　　名 保険料算定基礎額

10,000

賞与等  6年 7月

(業務執行権を有する者の指
示を受け労働に従事し、賃金
を得ている者等)

(日雇労働被保険者に支
払った賃金を含む なお、
パートタイマー、アルバイ
ト等 雇用保険の被保険者
とならない者を除く)

3,650,000
紅花 労一郎

人

10月 5 1,100,350
5 1,103,200 59月 5 1,103,200

900,000

役員で労働者扱いの者

( （5）＋（6） )

合　　　　　　計

15,049,810

賞与等 月

1,300,000

合　　　計

15,049,810
1  ヵ  月
平均使用
労働者数

206,800
5

労働保険料算定基礎賃金等の報告

（１）

常　用　労　働　者 役員で労働者扱いの者

(パートタイマー、アルバイト
等)

臨 時 労 働 者 合　　　　　計

( （１）＋（２）＋（３） )

常 時 使 用
労 働 者 数

⑬ 令 和 7 年 度 概 算

 希望する給付基礎日額 

⑪　　　　令　　　　和　　　　元　　　　年　　　　度　　　　確　　　　定　　　　賃　　　　金　　　　総　　　　額

1,300,000
900,000

5 1,100,450

令和 6年4月

令和 7年1月

3,832 20,366 5,110

3,500 1,277,500 0 0

月山 出羽夫
（加入期間６ヶ月）4,000 730,002

紅花 紅子
（７年３月３１日で脱退）

合　　　計 合 計
前年度と同額 （前年度と同額）

雇 用 保 険
被 保 険 者 数

労　災　保　険

円

賞 与 等 臨 時 支
払賃金の見込額

円

支 払 賃 金 総 額

の 見 込 額

1  ヵ  月
平均使用
労働者数

15,256,610
人 千円

15,049
千円

◎
900,000 900,000

1,300,0001,300,000

特別加入者について3月 5 1,100,450 5 1,100,450 5 1,100,450
1,100,2601 36,000 6 1,136,260 5 1,100,260

5 1,102,100
2月 5 1,100,260

30,000 6 1,132,100 5 1,102,1005 1,102,100 1
5

5 1,100,4005 1,100,400 5 1,100,400
5 1,100,2001,100,200

12月 5 1,100,400
5 1,100,200 511月 5 1,100,200

5 1,100,3505 1,100,350 5 1,100,350

5 1,100,6001 72,300 6 1,172,900 5 1,100,600
5 1,103,2001,103,200

8月 5 1,100,600
68,500 6 1,168,800 57月 5 1,100,300 1

6月 4 980,500
45月 4 981,100 4

4 980,350 4 980,350
981,100

4 980,500

■　労働保険の年度区分

雇用保険の対象とならない臨時労働
者（パートタイマー、アルバイト
等）の賃金は、こちらにご記入くだ
さい。

事業内容（製品名・製
造工程等）は、具体的
にご記入ください。

農林・水産、清酒製造及び建設業の方は、
「イ」を○で囲んで下さい。
その他の業種の方は、「ロ」を○で囲んで
ください。

雇 用 保 険
事 業 所 番 号

労 働 保 険
番 号

　　　　　区 分

 月別内訳

労 災 保 険 及  び 一 般 拠 出 金 対 象 労 働 者 数 及 び 賃 金 雇　用　保　険　対　象　被　保　険　者　数　及　び　賃　金
（２） （３） （４） （５）　　　 被　保　険　者 （６） （７）

4 4 980,350

- 7

予備欄

(給与支払等の面からみ
て労働者的性格の強い
者)

981,100981,100
980,500

5 1,100,3001,100,300
980,5004 4

1 - 1 2 3 4 5 6

980,350

府県 管轄 基 幹 番 号 枝番号 事 業 の 名 称

事 業 の 所 在 地

事 業 主 の 氏 名

0 6 3 0 1 9 3 1 2 3 0 0 0 1

0 6 0

8

　労働保険の年度は４月１日から３月３１日までとなりますが、どの年度に属するかは「賃金の支払日」ではなく、「賃金締切日」がどの年度に属するかによって決まります。し
たがって、令和７年３月中に賃金締切日があるものは、４月１日以降に支払われる場合でも令和６年度の賃金として取り扱うこととなります。

引き続き加入を希望
する場合には、希望
する基礎日額をご記
入ください。

年度途中で加入・脱
退した方、新年度か
ら新規加入、脱退さ
れる方についても記
入が必要です。脱退
する場合は、変更届
を忘れずに提出して
ください。

③

④

⑤

保険料の分割納付
（３回）を希望する
ときは「イ」に○
を、希望しないとき
は「ロ」に○を付し
てください。

(一括納付（１回）)(分割納付（３回）)

⑩令和３年度概算の延納

㋑. する ロ. しない

⑨　特 掲 事 業

イ.該当する ㋺.該当しない

⑦ 事業の概要（具体的に記入してください。）

※ ⑧ 業 種

4

手書き用
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● 建設事業の労災保険率適用事業細目表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505  工作物の解体（一部分を解体するもの又は当該工作物に使用
されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体す
るものに限る。）、移動、取りはずし又は撤去の事業 

3506 その他の建築事業 

   イ 野球場、競技場等の鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コン 

    クリート造りのスタンドの建設事業 

   ロ たい雪覆い、雪止め柵、落石覆い、落石防止柵等の建設事業 

   ハ 鉄塔又は跨線橋（跨線道路橋を除く。）の建設事業 

   ニ 煙突、煙道、風洞等の建設事業（（3103）隧道新設事業の態様 

    をもって行われるものを除く。） 

   ホ やぐら、鳥居、広告塔、タンク等の建設事業 

   へ 門、塀、柵、庭園等の建設事業 
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主として外部で行われる既設建築物

設備工事はこちらに含まれます。 

工作物の解体事業 

に係る労務費率は 
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● 建設事業における労務費率・保険料率一覧表 
（令和６年４月１日改定） 

 

 
 

◎ 建設事業における算定基礎額の考え方 
建設の事業において有期事業に係る労働保険料等を算定する場合、継続事業と同様、労働者に支

払った賃金で算定することが原則です。数社の請負関係で工事を行う場合は、下請け事業の労働者

の賃金額を把握する必要がありますが、困難と判断される場合は賃金総額の特例として以下の方法

により請負金額で算定することができます。 

 

 

   

建設の事業において有期事業に係る労働保険料等を算定する場合、元請工事の請負金額（消費税分

を除いた請負金額）に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とみなし、その額に保険料率等を乗じて労

働保険料等を算定することができます。 

 

 

 

  建設現場における保険料算定基礎額を請負金額で算定する場合において、請負金額のほか、注文者

自身が別に機械器具等を購入していた場合は、その物の価格（税抜）を請負金額に加算して申告する

こととなっております。 

支払賃金で算定した場合と、請負金額を基に労務費率を乗じた場合に賃金総額とみなすとしており、

その請負金額に機械器具等が入っていない額で算定した場合とでは、個々の事業の保険料の公平性が

欠けてしまうためです。 

労務費率 保険料率 労務費率 保険料率

31
18％

19％

1000分の 64

1000分の 62
19%

1000分の

34

32 19% 11 19% 11

33 17% 9 17% 9

34 24% 9 19% 9

35 23% 9.5 23% 9.5

38 23% 12 23% 12

38% 38%

21% 21%

37 24% 15 23% 15

6

 工事開始日が

 平成30年４月１日～

 令和６年３月31日のもの

 工事開始日が

 令和６年４月１日～

 のもの

道路新設事業

舗装工事業

機械装置の組立て

又は据付けの事業

鉄道または軌道新設事業

建設事業（既設建築物設備工事業を除く）

既設建築物設備工事業

組立て又は取付けに関するもの

その他のもの

水力発電施設

ずい道等新設事業

その他の建設事業

36

業種

番号
事業の種類

6.5

● 「税抜」の請負金額に労務費率を乗ずる 

● 発注者（注文者）から支給された物は、請負金額に加算すること 



 

◎有期事業に係る業種の振分けについて 

  有期事業については、当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の事業として取り扱

うこととされており、分割発注を受けた場合でも、最終的に完成される工作物で業種は適用されます。 

 

 

（例） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎機械装置の組立て又は据付けの事業について 

 

労務費率を使用して賃金総額の計算を行う場合の原則は上記のとおりですが、業種３６「機械装置

の組立て又は据付けの事業」では、「当該価額に相当する請負代金の額に加算しない物」として掲げら

れた特定の工事用物については、その価額に相当する額を請負代金の額から控除することとしていま

す。請負代金に特定の工事用物の価額が含まれているか否かは仕様書等を確認した上で判断してくだ

さい。 

 

機械装置の範囲（例示） 

１．湿式排煙脱硫装置 

２．火力発電所ボイラー 

３．原子炉 

４．ゴミ焼却装置 

５．原子力発電所タービン 

 

６．抄紙機（改造） 

７．連続鋳造機 

８．発泡ポリスチレンプラント 

９．電気集塵装置 

10．ガス発生装置 

11．水処理設備 

12．エレベーター 

13．エスカレーター 

14．石油精製、石油化学プラント 

15．水力発電設備 

16．索道（ロープウェイ、 

  ゴンドラリフト、リフト） 

 

特定の工事用物に該当するかの判断については、山形労働局労働保険徴収室（023-624-8225）まで

お問い合せください。 
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発
注 

発
注 

発
注 

建
設
計
画 

既存建築の解体 

（3716） 

土地の造成 
（3718） 

新築工事 
（3501 又は 3502） 

これらの工事一切を同業者が引き受けた場合、「35」建築 

工事が適用されます。 

 
別発注がされた場合でも、「当該一定の目的を達するために 

行われる作業の一体」を一の事業として取り扱うことから、 

それぞれの業種を適用せずに、「35」建築工事が適用されます。 



令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに終了した元請工事が対象となります。

保険料等の算定は「実支払賃金」で算定する方法と「労務費率」で算定する方法があります。

【実支払賃金で算定】

○ 現場ごとに、労働者に支払ったすべての賃金・各種手当・賞与等の総額で算定します。

○ 元請、下請、孫請等のすべての労働者の賃金等が対象となりますので、賃金台帳、作業日報、出面等により

正確に把握してください。

【労務費率で算定】

○ 請負金額に「事業の種類」ごとに定められている「労務費率」を乗じて賃金総額を算定します。

様式第７号（第34条関係）　（甲） 労　働　保　険

所掌

① ②

6 年 3 月 1 円 円 円 円 円

6 年 6 月 30

年 月

年 月

6 年 9 月 1

7 年 1 月 31

6 年 4 月 1日から

7 年 3 月 31日まで

年 月

年 月

前年度中（保険関係が消滅した日まで）に廃止又は終了があったそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。

郵便番号（ )

 年 月 日 電話番号（ - - )

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

〔注意〕

① 報告書の記載に当たっては、平成19年３月31日までに事業（工事）を開始したものと、同年４月１日

  以降に事業（工事）を開始したものとを別葉とすること。

② 社会保険労務士記載欄は、この報告書を社会保険労務士が作成した場合のみ記載すること。

様式第７号（第34条関係）　（甲）　〔別紙〕 

所掌

①

6 年 3 月 1 円 円 円 円 円

6 年 5 月 31

年 月

年 月

6 年 10 月 1
7 年 1 月 31

6 年 4 月 1日から

7 年 3 月 31日まで

年 月

年 月

年 月

年 月 計

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

　　の工事については、単
独有期事業として工事ごと
にご申告ください。

③

(1,150,000)

(5,250,000)

1,439,800

21,000,000 23 4,830,000

日まで

29 1

289,800

2,415,00010,500,000

日から

日まで

日まで

日まで

日から

 ●　一括有期事業報告書（建設業）の書き方

山 形

42,000,000

事  業  の  名  称 事業場の所在地 事  業  の  期  間

請 負 金 額 の 内 訳 ③

請負代金の額 請負代金に
加算する額

請負代金から
控除する額

請 負 金 額

請負代金とは別に、支給材の価格相当
額、貸与された機械・資材等の賃貸料、
損料相当額があれば計上してください。

9,660,000

労 務
費 率

日まで

事業の種類 38 既設建築物設備工事業 計

(5,250,000)

日から

日まで

3,854,80011,760,000 11,760,000

日から

(5,250,000)

289,800

23

1,260,000

(5,250,000)

お手数でも、「事業の種類」（「35 建
築事業」や「38 既設建築物設備工事
業」）ごとに作成してください。

一括有期事業報告書 （建設の事業） 事 業
主 控

1 枚目労 働 保 険 番 号
府　県 管　轄 基　幹　番　号 枝 番 号

2 枚のうち

0 6 1 0 1 9 1 2 3 7 84

日まで 52,500,000 52,500,000 12,075,00023

21,000,000

賃  金  総  額

9,660,00042,000,000

42,000,000 23

山形市、他

日まで

事業の種類

日から

（小計）

5

計

2
基　幹　番　号 枝 番 号

事　業　の　期　間

115,500,000

10,500,000

請負代金の額

7 4

10,500,000

(5,250,000)

1,260,000

4

事業場の所在地

10,500,000 2,415,000

1,260,000

賃金で算定する工事
はこのようにご記入
下さい。 (1,150,000)

賃金で
算定

日から

1234

16,905,000

労 務
費 率

枚目2

請 負 金 額 の 内 訳

023 456

社 会 保 険
労 務 士
記 載 欄

枚のうち

賃  金  総  額

73,500,000

氏　名

日から

日まで

②

73,500,000

作 成 年 月 日 ・
提 出 代 行 者 ・
事 務 代 理 者 の 表 示

事 業 主

-

7 8

26,565,000

7890

事 業
主 控

氏 名

住　所 山形市○○町１－２－３

労働建設（株） 建設 太郎

電話番号

0 6 1

115,500,000

0 1
府　県 管　轄

23

3

990

日まで

請負代金に
加算する額

請負代金から
控除する額

請 負 金 額

（小計）
日から

30

山形市、他

35 建築事業

○○邸増築工事、他４件

日から

（小計）
日から

日まで

42,000,000

令和６年度内に
終了した工事が
対象です。
（令和６年３月
３１日以前に開
始した工事の算
入漏れがないよ
うご注意くださ
い。）

○○ハイツ新築工事 天童市○○

5

請負金額５００万
円未満の小工事は
「事業の種類」ご
とにまとめて、
「○○工事他○
件」とご記入くだ
さい。

○○アパート内装工事 仙台市○○区
日から

支払賃金で保険料を
算定する場合は、
「請負金額」、「賃
金総額」をカッコで
囲んでください。

事　業　の　名　称

労 働 保 険 番 号 6

（令和6年3月31日以前工
事開始分）

（小計）

寒河江市○○町

○○邸新築工事 山形市○○町
日から

（令和6年4月1日以降工
事開始分）

6

日まで

（令和6年3月31日以前工
事開始分）

概算保険料額が
160万円以上

● 請負金額が
１億8千万円以上
　　　　　（税抜）

（令和6年4月1日以降工
事開始分）

○○邸室内リフォーム工事

※なお、

● 共同経営体

●

○○邸内装工事、他３件

13



様式第７号（第34条関係）　（甲） 組機様式第8号

所掌

① ②

円 円 円 円 円 事業場TEL：　023-456-7890

6 年 6 月 30

年 月
人

7 年 1 月 31

7 年 3 月 31

６．新年度賃金見込額
年 月 １．前年度と同額

２．前年度と変わる

前年度中（保険関係が消滅した日まで）に廃止又は終了があったそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。
郵便番号（ ) ３．委託解除年月日

年 月 日 電話番号（ - - )

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿 1 1 5 5 0 0 0 0 0 2 6 5 6 5 2 5 2 3 6 7 ４．委託解除拠出金納付済
（法人のときはその名称及び代表者の氏名） ７．延納の申請

〔注意〕

① 報告書の記載に当たっては、平成19年３月31日までに事業（工事）を開始したものと、同年４月１日 １．一括納付
  以降に事業（工事）を開始したものとを別葉とすること。 1 1 7 6 0 0 0 0 3 8 5 4 4 6 2 4 8
② 社会保険労務士記載欄は、この報告書を社会保険労務士が作成した場合のみ記載すること。 ２．分納（３ 回）

*1.開始時期

様式第７号（第34条関係）　（甲）　〔別紙〕 

所掌 *2.特別加入者・保険料

算定基礎額の計

*2

①

6 年 3 月 1 円 円 円 円 円

6 年 5 月 31
年 月
年 月

6 年 10 月 1 円 円 円 円 円 円

7 年 1 月 31 4 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 年 4 月 1 円 円 円 円 円 円

7 年 3 月 31 0 0 0 0 0 0
年 月 円 円 円 円 円 円

年 月 0 0 0 0 0 0
年 月 円 円 円 円 円 円

年 月 0 0 0 0 0 0
年 月
年 月 別途一括有期事業報告書の明細及び算定基礎賃金等を
年 月 上記のとおり総括して報告します。 円 円 円

年 月 円 円 円

年 月 円 円 円

年 月

日まで

日まで 12,075,000

21,000,000 21,000,000 4,830,000

日まで

52,500,000 23

23

日まで

3,854,800

年 月 日から

2,415,000

作 成 年 月 日 ・

提 出 代 行 者 ・

事 務 代 理 者 の 表 示
氏 名 電話番号

2 枚のうち

日まで

住所 〒 990-1234 労働保険等
一 括 有 期 事 業 総 括 表

山形市○○町１－２－３ 算 定 基 礎 賃 金 等 の 報 告

基　幹　番　号 枝　番事業場名 労働建設株式会社
労働保険番号
府　県 所掌 管　轄

（ＴＥＬ：　023-123-4567　　　　　　　　　　　　　）

業種
事業の種類

開始
１．請負金額

労務

3 4
事業主名 建設　太郎

☆☆☆労働保険事務組合事務組合名

5 6

番号 時期 費率 保険率等
２．賃金総額

労　　災

枚添付
*1 円 千円 円

料　率 事業報告書
メリット

保険料等
３．一括有期

2

5③ 19 64

7 80 6 1 0 1 9 1 2

② 20 15

89 ４．常時使用労働者数
② 19 79
① 18

④ 18 34

31

建
　
　
設
　
　
業

水力発電施設
ずい道等新設

事業

③ 17 10

17

④ 23 12

21 6.5

32 道路新設事業

① 20 21
５．事業の概要 3502③ 19 16

② 18 11

④ 19 11
① 18 14

千円

34
鉄道又は軌道

新設事業

① 23 23

④ 17 9

33 舗装工事業

② 25 18
③ 24

月 日

35 建築事業

① 21 13
④ 19 9.5 年

② 23 11
③ 23 9.5

② 23 15
③ 23 12

④ 23 9.5
① 22 15

36

機械装
置の組
立又は
据付け
の事業

組立又は
取付に関
するもの

① 38 7.5

38
既設建築物設

備工事業

その他の
もの

① 21 7.5

② 46 6.5
③ 38 6.5

③

平成２７年３月３１日
② 22 6.5 ②Ｂ　平成２７年４月１日～

④ 38 6 ①Ｃ　平成２５年１０月１日～

平成３０年３月３１日
④ 21 6 ③Ａ　平成３０年４月１日～

37
その他の建設

事業

① 23 19

③ 24 15
15

令和６年３月３１日
② 24 17 ④１　令和６年４月１日～

298,615計

円

申告済概算保険料

保険料計 432,000

特別加入者 ３人分
35 9.55,748 54,606

希望する
№

概算 基礎日額

一般拠出金 0.02

№ 特別加入者の氏名
承認された 適用月数 希望する

30,419

基礎日額 確定 概算 基礎日額

0 1 建設 太郎 1 2 1

特別加入者の氏名
承認された 適用月数 希望する

基礎日額 確定 概算 基礎日額 基礎日額 確定
№ 特別加入者の氏名

承認された 適用月数

建設 花子 6 1 22 4 0 0 2 2 0 0 0 0 03 5 0 3 建設 次郎 1

手数料 予備欄２ 予備欄３

建 設　太 郎 
１期

7 4 30
２期

山 形 労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿 建設 花子 作成者氏名

令和 年 月 日 事業主氏名 ３期

6 7 8

一括有期事業報告書　（建設の事業）

労 働 保 険 番 号

府　県 管　轄 基　幹　番　号 枝 番 号

2 30 6 1 0 1 9 1 4 5
枚のうち

請 負 金 額 の 内 訳 ③

請負代金の額 請負代金に
加算する額

請負代金から
控除する額 請 負 金 額

労 務
費 率

賃  金  総  額

1 枚目2

事  業  の  名  称 事業場の所在地 事  業  の  期  間

9 月 1 日から

6 年 3 月 1 日から

42,000,000 42,000,000 9,660,000

52,500,000○○ハイツ新築工事 天童市○○

年

山 形
事 業 主

氏　名

990 - 1234
7 4 30 023 456 7890

住　所 山形市○○町１－２－３

府　県 管　轄 基　幹　番　号 枝 番 号

労 働 保 険 番 号 0 6 1 0 1

事　業　の　名　称 事業場の所在地 事　業　の　期　間

9 1 2

仙台市○○区
日から

日まで 10,500,000

日まで

10,500,000

(5,250,000)寒河江市○○町
日から

（小計）
日から

日まで

日まで

日から

日まで

事業の種類 38 既設建築物設備工事業 計
(5,250,000) (5,250,000)

11,760,000

日から

11,760,000

日から

日から

労　働　保　険

事 業
主 控

42,000,000

日まで

42,000,000 23 9,660,000

（小計）

月

○○邸新築工事 山形市○○町

1,260,000 1,260,000

1,260,000 23
（令和6年4月1日以降

工事開始分） （小計）
日から (5,250,000)
日まで

労働建設（株） 建設 太郎

○○邸室内リフォーム工事

 ● 一括有期事業総括表（建設業）の書き方

3 4 5 6 7 8

事 業
主 控

社 会 保 険

労 務 士

記 載 欄

事業の種類 35 建築事業 計

日から

6 年

（令和6年3月31日
以前工事開始分） （小計）

26,565,000

1

353,221

608

16,905,00073,500,000 73,500,000

115,500,000

2 枚目

請 負 金 額 の 内 訳 ② ③

請負代金の額 請負代金に
加算する額

請負代金から
控除する額 請 負 金 額

労 務
費 率

賃  金  総  額

④ 23

115,500,000

日から

1,439,800

30,419

○○邸増築工事、他４件 山形市、他
6 年 4 月

日まで

○○邸内装工事、他３件 山形市、他
日から

日まで 1,260,000 289,800

10,500,000

○○アパート内装工事

（令和6年4月1日以降
工事開始分）

「令和6年4月1日以降開始」の工事について、
「平成30年4月1日から令和6年3月31日」の工事請
負額に合算し総括表へ記載してください。（「令和6年
4月1日以降開始」の欄には記載しないでください）
※「31」「34」「36」「37」は合算せず、総括表の通りに
分けて記載してください。

（令和6年3月31日以前
工事開始分）

賃金で
算定

2,415,000

2310,500,000

(5,250,000) (1,150,000)

常時使用労働者数を

ご記入ください。

原則、「１」を選択

してください。
賃金総額の見込額が前年度の

２倍以上、または半分以下と

なる場合には「２」を選択し、

見込額を千円単位でご記入下

さい。

事務組合への委託をやめた場

合には「３」を選択し、委託

解除年月日をご記入ください。

分納（３回）希

望の場合は

「２」、一括納

付希望の場合は

「１」を選択し

てください。

特別加入者について
◎ 引き続き加入を希望する場合には、希望する基礎日額をご記入ください。

◎ 令和６年度をもって脱退した場合には、「適用月数（概算）」に「00」、「希望する基礎日額」に「000」を

ご記入ください。

※変更届を忘れずに提出してください。

◎ 年度途中で加入・脱退した方、新年度から新規加入される方についても記入が必要です。

(5,250,000)

総コン用

14 15

④令和6年４月１日～

の工事について、③の

区分に合算して記載し

てください。

（「31」「34」「36」「37」業

種以外）



山様式第７号（甲）

様式第７号（第34条関係）　（甲）

所掌

前年度中（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）に工事が終了したのでそれぞれの事業の明細を総括し下記のとおり報告します。

① ②

円 円 円 円 円

6 年 6 月 30

年 月

7 年 1 月 31

7 年 3 月 31

年 月

前年度中（保険関係が消滅した日まで）に廃止又は終了があったそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。

郵便番号（ )

年 月 日 電話番号（ - - )

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

〔注意〕

① 報告書の記載に当たっては、平成19年３月31日までに事業（工事）を開始したものと、同年４月１日

  以降に事業（工事）を開始したものとを別葉とすること。

② 社会保険労務士記載欄は、この報告書を社会保険労務士が作成した場合のみ記載すること。

様式第７号（第34条関係）　（甲）　〔別紙〕 

所掌

①

6 年 3 月 1 円 円 円 円 円

6 年 5 月 31

年 月
月

年 月

6 年 10 月 1

7 年 1 月 31

6 年 4 月 1

7 年 3 月 31

年 月

年 月

年 月

年 月 計

年 月

年 月

年 月
％

年 月

年 月

年 月

事業の種類 38 既設建築物設備工事業

3,854,800

社 会 保 険

労 務 士

記 載 欄

作 成 年 月 日 ・

提 出 代 行 者 ・

事 務 代 理 者 の 表 示
氏 名

労働建設（株） 建設 太郎

8
枚のうち 2

電話番号

氏　名山 形
事 業 主

請負代金の額
請負代金に
加算する額

請負代金から
控除する額

　山形市○○町１－２－３

「令和6年4月1日以降開始」の工事について、
「平成30年4月1日から令和6年3月31日」の工事請負
額に合算し総括表へ記載してください。（「令和6年4
月1日以降開始」の欄には記載しないでください）
※「31」「34」「36」「37」は合算せず、総括表の通りに
分けて記載してください。

7 4

から３０年３月３１日

千円 円⑦

10,500,000 23 2,415,000

2,415,000

請 負 金 額
労 務
費 率

賃  金  総  額

枚目

事 業
主 控

②

１月分の保険料算定基礎額加入月数 特例による保険料算定基礎額

算 定 基 礎 額 総 計

円

9

①
298,615127,260,000

(5,250,000)

15

23

23

40

38

21

令和６年 ４ 月 １ 日

12

6.5
平成２７年４月 １ 日

22

21

以降　　　　　　　　

給 付 基 礎 日 額月
割
計
算
分

6.5

6

6.5

6.5

以降　　　　　　　　
38

平成３０年４月 １ 日

から３０年３月３１日

9

3,854 46,24812

平成２７年４月 １ 日

氏 名

労 働 保 険 事 務 組 合

一括有期事業総括表（建設業）

労働保
険番号 9 1

事業主の

2 3 4 5 6 7 8
枝　番　号基　  幹　  番　  号所掌

16

労働建設（株）　建設 太郎　

0

管　轄

山形市○○町１－２－３

023-456-7890
月4 30

保 険 料 額
労　　災 メリット

1,000分の

11

11

円

料　率

から３０年３月３１日

19

252,367
9.5

23

9

15

令和6年4月1日以降開始の工
事も上段に合算してください

18

円

請 負 金 額 賃 金 総 額

20

以降　　　　　　　　
11

保険率等

から令和６年３月31日

17

17

23

23115,500,000 26,565

から令和６年３月31日

平成３０年４月 １ 日

平成３０年４月 １ 日

から３０年３月３１日

千円

事 業 開 始 時 期

住 所

9,660,000
から令和６年３月31日

令和６年 ４ 月 １ 日

請負代金の額
請負代金に
加算する額

請負代金から
控除する額

1

賃  金  総  額

19

枚のうち

電 話
7

山形労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

日

労務
費率

％

事 業 の 種 類

1

日から

から３０年３月３１日

平成３０年４月 １ 日

氏 名

番号

労 務
費 率

2

請 負 金 額

9,660,000

4 5 6

平成２７年４月 １ 日

業種

道 路 新 設 事 業32

0労　働　保　険

一括有期事業報告書　（建設の事業） 事 業
主 控

23
52,500,000

請 負 金 額 の 内 訳 ③

枚目

8

12,075,000

23

（令和6年3月31日以前工
事開始分） （小計）

管　轄

42,000,000

日まで

7

52,500,000

日まで

42,000,000
山形市○○町

6 年 3 月

42,000,000

月

42,000,000
年

○○邸増築工事、他４件
日まで

山形市、他
6 年 4 月

日から
○○ハイツ新築工事 天童市○○

6 年 9 月

1

1

事  業  の  名  称 事業場の所在地 事  業  の  期  間

1 日から

日まで

労 働 保 険 番 号

府　県

0 6 1 0 1 9 1 32

枝 番 号基　幹　番　号

○○邸新築工事

115,500,000

（令和6年4月1日以降工事開始
分） 73,500,00073,500,000（小計）

事業の種類 35 建築事業

1234

6 7

21,000,000
23

住　所

16,905,000

4,830,00021,000,000
日から

計

日から

日まで

30 023 456 7890
990 -

年
　
度
　
　
　
　
確
　
　
　
　
定
　
　
　
　
保
　
　
　
　
険
　
　
　
　
料

年 月

② ③

10,500,000

賃金で
算定 (1,150,000)

115,500,000 26,565,000

労 働 保 険 番 号

府　県 管　轄 基　幹　番　号 枝 番 号

2
0 6 1 0 1 9 1 2 3 4 5

○○アパート内装工事 仙台市○○区
日から

日まで 10,500,000

事　業　の　名　称 事業場の所在地 事　業　の　期　間

請 負 金 額 の 内 訳

○○邸内装工事、他３件 山形市、他
日から

日まで 1,260,000 1,260,000

（令和6年3月31日以前工
事開始分）

（小計）
日から

日まで 10,500,000

○○邸室内リフォーム工事 寒河江市○○町
日から

日まで (5,250,000) (5,250,000)

（令和6年4月1日以降工事
開始分）

（小計）
日から (5,250,000) (1,150,000)
日まで 1,260,000 1,260,000 289,800
日から

日まで 1,439,800
日から

日まで

日から

日から

日まで

日まで

計

11,760,000 11,760,000

以降　　　　　　　　

平成３０年４月 １ 日

以降　　　　　　　　

(5,250,000) (5,250,000)

23 289,800

6

37 その他の建設事業

平成２７年４月 １ 日

から令和６年３月31日

特
 

別
 

加
 

入
 

者

以降　　　　　　　　

38
既 設 建 築 物 設 備

工 事 業

平成２７年４月 １ 日

組 立 又 は
取 付 に 関
す る も の

平成２７年４月 １ 日

機 械 装
置 の 組
立 又 は
据 付 け
の 事 業

そ の 他

建 築 事 業

から令和６年３月31日

令和６年 ４ 月 １ 日

令和６年 ４ 月 １ 日

から３０年３月３１日

平成２７年４月 １ 日

から３０年３月３１日

平成３０年４月 １ 日

から令和６年３月31日

小 計

⑥（②+⑤の千円未満切り捨て）

府　県

33 舗 装 工 事 業

35

36

令 和 ６ 年 度 確 定 保 険 料

11,760,000
令和６年 ４ 月 １ 日 (5,250,000)

令和 年

31
34

令和６年 ４ 月 １ 日

1,460,000
建設　次郎 10,000 3,650,000

氏 名 給 付 基 礎 日 額 保 険 料 算 定 基 礎 額
円 円建設　太郎

6

平成３０年４月 １ 日
24

24

円

 ● 一括有期事業総括表(建設業)の書き方

⑭

⑰

人
円

⑨（①+⑧）

54,606

以降　　　　　　　　

から令和６年３月31日

年
度
　
概
算
保
険
料

請 負 金 額
7

主たる
事業の料率

メリット
料率

保 険 料 額
（ 一 般 保 険 料 ）

保 険 料 額
（ 特 別 加 入 保 険 料 ）

円

9.52,7374,000
3,500

⑯

1,000分の 1,000分の

1,000分の 1,000分の

保 険 料 算 定 基 礎 額 メリット
料率

30,477

円⑲（⑮+⑱）

令 和 ７ 年 度 概 算 保 険 料

建築事業 132,510,000

千円

315,532

特
別
加
入
者 26,001

希望する給付基礎日額氏 名

⑮（⑬×⑭）

⑱（⑯×⑰）

9.5
円千円

主たる
事業の料率

289,531
⑬

建設　太郎
建設　花子

5 23

⑤（③×④）

353,221
一 般 拠 出 金 額

⑪⑩ ⑫（⑩×⑪） 円

608

円

建設 花子 3,500 638,754
③

6 106,459
（１円未満切り上げ）

保 険 料 額 （ 特 別 加 入 保 険 料 ）主たる事業の料率 メリット料率

5,748
1,000分の 1,000分の ⑧（⑥×⑦）

円

23

11

9.5

17

15

事 業 の 種 類
常時使用
労働者数

労務費率 賃 金 総 額 見 込 額

④

一般拠出金
賃金総額

30,419
千円

拠出金料率

1,000分の0.02

令和６年 ４ 月 １ 日
23

30,419

9.5

4,000

手書き用

16 17



組機様式第8号

事業場TEL：　023-456-7890

人

様式第７号（第34条関係）　（乙）

1 5 3 2 7 9 6 6 4
６．新年度賃金見込額

１．前年度と同額
２．前年度と変わる

所掌

３．委託解除年月日

人 円 円 ４．委託解除拠出金納付済
７．延納の申請

6 年 6 月 30
１．一括納付

6 年 11 月 30 ２．分納（３ 回）

7 年 3 月 31 *1.開始時期

年 月

年 月

年 月 *2.特別加入者・保険料

算定基礎額の計

*2

郵便番号（ )

年 月 日 電話番号（ - - )

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿
（法人のときはその名称及び代表者の氏名） 円 円 円 円 円 円

〔注意〕 4 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
① 報告書の記載に当たっては、平成19年３月31日までに事業（工事）を開始したものと、同年４月１日 円 円 円 円 円 円

  以降に事業（工事）を開始したものとを別葉とすること。 0 0 0 0 0 0
② 社会保険労務士記載欄は、この報告書を社会保険労務士が作成した場合のみ記載すること。 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0
円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0

別途一括有期事業報告書の明細及び算定基礎賃金等を
上記のとおり総括して報告します。 円 円 円

円 円 円

円 円 円

の現場については、単独有期事業として別途ご申告ください。
（管轄の監督署へご相談ください）

18 19

0201

労働木材株式会社　林 業　三 郎

27

33

110

65

75

130

170 270 1,532,000

79,664
5,748 298,896

378,560

30

1,532

990 - 1234

◎ 林業（02 木材伐出業）の申告について

林
　
　
業

　前年度中（保険関係が消滅した日まで）に廃止又は終了があっ
たそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。

　業種が林業（立木の伐採）である場合の申告については、「一括有期事業報告書（立木の伐採の事
業）」に立木伐採事業の名称、所在地、期間、素材の生産量、賃金総額等を記入し、「一括有期事業総
括表」に転記してください。
　今回の申告では、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに終了した事業が対象となります。

賃金総額の算定に当たっては、次の事項に留意してください。

事業ごとに、労働者に支払ったすべての賃金・手当・賞与の総額で算定しますので、賃金台帳・出
面・作業日報等により支払った賃金等を正確に把握してください。

チェーンソー持ち込みの労働者の場合、「賃金」と「機械損料」を区別し、「賃金」のみを計上してくだ
さい。

●

●

日から年

労　働　保　険

事 業
主 控

年 9 月 1

△△山伐採現場

事業場の所在地

最上郡○○町
○○地内

1労 働 保 険 番 号

府　県 管　轄 基　幹　番　号 枝 番 号

1 20 6 1 0 1

事  業  の  名  称

社 会 保 険

労 務 士

記 載 欄

計

日から

6 年

▽▽沢伐採現場
6

山 形
事 業 主

氏　名

住　所

東田川郡○○町
○○地内、他

日から

7 4 30

西置賜郡○○町
○○地内

月

日まで

□□現場、他３件

日まで

日まで

9 0 3 4 0 0

日まで

事  業  の  期  間

4 月 1 日から

6 年 5 月 1 日から

事業場の所在地、素材
の生産量は必ず記載し
てください。

023 456 7890
山形市○○町１－２－３

690,000

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿 林業 花江 作成者氏名

令和 年 月 日 事業主氏名 ３期

手数料 予備欄２ 予備欄３

林 業　三 郎 
１期

7 4 30
２期

山 形

2 0 0 0 0 03 5 0 3 林業 五郎 1林業 花江 6 1 22 4 0 0 2

基礎日額 確定 概算 基礎日額

0 1 林業 三郎 1 2 1

特別加入者の氏名
承認された 適用月数 希望する

基礎日額 確定 概算 基礎日額 基礎日額 確定
№ 特別加入者の氏名

承認された 適用月数 希望する
№

概算 基礎日額

一般拠出金 0.02

№ 特別加入者の氏名
承認された 適用月数 希望する

1,532

円

申告済概算保険料

保険料計 432,000

特別加入者 ３人分
52

④

計

令和６年３月３１日
② ④１　令和６年４月１日～
①

③

③ 平成３０年３月３１日
④ ③Ａ　平成３０年４月１日～

平成２７年３月３１日
② ②Ｂ　平成２７年４月１日～

④ ①Ｃ　平成２５年１０月１日～

①

①

②
③

②
③

④
①

月 日

①
④ 年

②
③

千円

①
④ 52

03 その他の林業

②
③

60

④ 52
① 60
② 60

60

5
４．常時使用労働者数

②

労務

枚添付
*1 円 千円 円
①

1

③

10 6 1 0 1 9 0 1 2 3 4 0 0

労　　災 メリット
保険料等

３．一括有期

02 木材伐出業

① 60
５．事業の概要

③ 60 木材伐出業

②

☆☆☆労働保険事務組合事務組合名

作 成 年 月 日 ・

提 出 代 行 者 ・

事 務 代 理 者 の 表 示
氏 名 電話番号

③

④

枚のうち 1 枚目1

賃  金  総  額
り の 労 務 費

番号 時期 費率 保険率等 料　率 事業報告書
２．賃金総額

385,000

事業場名 労働木材株式会社

業種
事業の種類

開始
１．請負金額

事業主名 林業　三郎

④

457,000

 ● 一括有期事業報告書（林業）の書き方  ● 一括有期事業総括表（林業）の書き方

一括有期事業報告書　（立木の伐採の事業）

年 月 日から

労働保険番号
府　県 所掌 管　轄

住所 〒 990-1234 労働保険等
一 括 有 期 事 業 総 括 表

山形市○○町１－２－３ 算 定 基 礎 賃 金 等 の 報 告

基　幹　番　号 枝　番

（ＴＥＬ：　023-123-4567　　　　　　　　　　　　　）

● 一つの事業の素材見込み生産量が1,000㎥以上
● 概算保険料額が160万円以上

※なお、

記入例

日まで

年 月

日まで

立木所有者の氏名又は
名 称 及 び 住 所

使用労働者
延 人 員

素材の生産量
（立方メートル）

素 材 １ 立 方

メ ー ト ル 当 た

常時使用労働者数を

ご記入ください。

原則、「１」を選択してくださ

い。
賃金総額の見込額が前年度の２倍以上、また

は半分以下となる場合には「２」を選択し、

見込額を千円単位でご記入ください。

事務組合への委託をやめた場合には「３」を

分納（３回）希望の場合は

「２」、一括納付希望の場合は

「１」を選択してください。

特別加入者について
◎ 引き続き加入を希望する場合には、希望する基礎日額をご記入下さい。

◎ 令和６年度で脱退した場合には、「適用月数（概算）」に「00」、「希望する基礎日額」に「０00」をご記入

ください。

※変更届を忘れずに提出してください。

◎ 年度途中で加入・脱退した方、新年度から新規加入される方についても記入が必要です。

千円未満は切

り捨てます。

一つの事業の素材生産量が３０ｍ3

未満のものは、「○○現場、他○

件」とまとめてご記載いただいても

構いません。

総コン用



様式第７号（第34条関係）　（乙）

所掌

人 円 円

6 年 6 月 30

6 年 11 月 30

7 年 3 月 31

年 月

年 月

年 月

郵便番号（ )
年 月 日 電話番号（ - - )

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿
（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

〔注意〕

① 報告書の記載に当たっては、平成19年３月31日までに事業（工事）を開始したものと、同年４月１日

  以降に事業（工事）を開始したものとを別葉とすること。

② 社会保険労務士記載欄は、この報告書を社会保険労務士が作成した場合のみ記載すること。

● 概算保険料額が160万円以上
の現場については、単独有期事業として別途ご申告ください。

事業ごとに、労働者に支払ったすべての賃金・手当・賞与の総額で算定しますので、賃金台帳・出
面・作業日報等により支払った賃金等を正確に把握してください。

チェーンソー持ち込みの労働者の場合、「賃金」と「機械損料」を区別し、「賃金」のみを計上してくだ
さい。

60

労 働 保 険 番 号

府　県 管　轄 基　幹　番　号 枝 番 号

1
3 4 0 0 10 6 1 0 1 9 0

一括有期事業総括表（林業）

労 働 保 険 事 務 組 合

賃金総額 拠出金料率

0.02

枝番号

0 6

枚のうち 1 枚目

賃  金  総  額

1 0 1 9 0 1 2 3 4

山形労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

事業主の

 ● 一括有期事業総括表（林業）の書き方

記入例

●

前年度中に事業が終了したので下記のとおり報告します。

山形市○○町１－２－３

労働木材株式会社　林業　三郎

023-456-7890

79,664

60

52

 ● 一括有期事業報告書（林業）の書き方
◎ 林業（02 木材伐出業）の申告について

労　働　保　険

一括有期事業報告書　（立木の伐採の事業） 事 業
主 控

賃金総額の算定に当たっては、次の事項に留意してください。
●

労働保険番号

府県

山様式第７号（乙）

所掌 管轄 基幹番号

　業種が林業（立木の伐採）である場合の申告については、「一括有期事業報告書（立木の伐採の事
業）」に立木伐採事業の名称、所在地、期間、素材の生産量、賃金総額等を記入し、「一括有期事業総
括表」に転記してください。
　今回の申告では、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに終了した事業が対象となります。

1 2

り の 労 務 費

△△山伐採現場
最上郡○○町

○○地内
6 年

メ ー ト ル 当 た事  業  の  名  称 事業場の所在地
立木所有者の氏名又は
名 称 及 び 住 所 事  業  の  期  間

使用労働者
延 人 員

素材の生産量
（立方メートル）

素 材 １ 立 方

日まで

日まで

27 65 385,000
5 月 1 日から

33 75 457,000
月 1 日から

▽▽沢伐採現場
西置賜郡○○町

○○地内
6 年 9

日まで

月 日から

日まで

年

110 130 690,000□□現場、他３件
東田川郡○○町

○○地内
6 年 4 月 1 日から

日まで

月 日から年

990 - 1234

170 270 1,532,000

日まで

　前年度中（保険関係が消滅した日まで）に廃止又は終了があっ
たそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。 計

月 日から年

氏　名

住　所 山形市○○町１－２－３

山 形
事 業 主

労働木材株式会社　林 業　三 郎

7 4 30 023 456 7890

６

年

度

確

定

保

険

料

給付基礎日額 保険料算定基礎額氏 名

林業 三郎

特
別
加
入
者

保険料率

※なお、

７
年
度
概
算
保
険
料

素材の生産量 素材１立方メートル

氏 名

概 算 保 険 料

当 た り の 労 務 費

1,825

事業場の所在地、素材
の生産量は必ず記載し
てください。

社 会 保 険

労 務 士

記 載 欄

作 成 年 月 日 ・

提 出 代 行 者 ・

事 務 代 理 者 の 表 示
氏 名 電話番号

氏　名

住　所

電　話

立
木
の
伐
採
事
業

事業開始時期

平成18年4月 1日

から19年3月31日

平成19年4月 1日

から６年3月31日

令和６年4月 1日

 以 降 1,532

月 30 日

270

0 0 1

令 和 7 年 4

（ 特 別 加 入 保 険 料 ）

円 ④

素材の生産量 素材１立方メートル
当 た り の 労 務 費

賃金総額 保険料率 メリット料率 保 険 料 額
（ 一 般 保 険 料 ）

立方メートル 1,000分の 1,000分の ①

②

円

③

⑪ （⑨＋⑩）

270

円
確 定 保 険 料 ⑤ （①＋②＋③＋④）

一 般 拠 出 金 額

一 般 拠 出 金 ⑦ 1,000分の
⑧ （⑥×⑦） 30

千円

1,532
⑥ 円

円

円

円

174,564

⑨

94,900

保険料率 メリット料率

5,000

円円 千円

千円

千円

千円

保険料算定基礎額 保険料率 メリット料率 保 険 料 額
（ 特 別 加 入 保 険 料 ）

1,000分の 1,000分の ⑩

1,000分の 1,000分の

メリット料率

1,000分の 1,000分の

保 険 料 額

94,900
174,564

52

令和６年度より保険料率が変わりました。

● 一つの事業の素材見込み生産量が1,000㎥以上

（管轄の監督署へご相談ください）

20 21

79,664

希望する給付基礎日額

賃金総額見込額

円

円

立方メートル

常時使用労働者数

人

1 1,532 52

保 険 料 額
（ 一 般 保 険 料 ）

特別加入者
林業 三郎 5,000 1,825 52

千円未満は切り

捨てます。

一つの事業の素材生産量が３０ｍ3

未満のものは、「○○現場、他○

件」とまとめてご記載いただいて

も構いません。

千円未満は切り

捨てます。

手書き用



 

◎ 次の場合は手続きが必要になりますので、速やかに労働保険事務組合にご連絡ください。 

事務組合に連絡が必要な事項 

事業場に関する

事項 

◆事業場の名称・所在地を変更したとき 

◆事業内容を変更したとき 

◆事業を廃止する・廃止したとき 

労働者に関する

事項 

◆新たに被保険者となる労働者を雇い入れたとき 

◆被保険者でなくなったとき（退職・役員就任・死亡等） 

◆被保険者が転勤したとき 

◆被保険者の氏名が変わったとき（結婚等の場合） 

◆被保険者が育児休業・介護休業を取得したとき 

その他 

◆労働保険料の申告・納付のとき 

◆被保険者証を紛失・損傷したとき 

◆事業主等が労災保険の特別加入を希望するとき 

◆労災保険の特別加入に係る承認内容に変更が生じたとき 

◆労災保険の特別加入からの脱退を希望するとき 

 

 

 

 

 詳しくは、労働保険事務組合 または 山形労働局総務部労働保険徴収室 へお問い合せください。 
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山形労働局総務部労働保険徴収室 
               適用第一係 

 
〒990-8567 
山形市香澄町３丁目２番１号 山交ビル３階 
          TEL ０２３－６２４－８２２５ 

       


